
パワーハラスメント対策の取組状況調査結果【概要】
【調査対象】都道府県、指定都市、市区町村（⾸⻑部⾨）
【調査時点】令和４年６⽉１⽇現在

別添２－１

措置済み 未措置 措置済み 未措置 措置済み 未措置

（１）パワーハラスメントの内容と、パワーハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・
　　監督者を含む職員に周知・啓発している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

89.6%
(1,542)

10.4%
(179)

（２）パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を規則等の文書に規
　　定し、管理・監督者を含む職員に周知・啓発している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

81.2%
(1,397)

18.8%
(324)

（３）相談窓口をあらかじめ定めている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

94.1%
(1,620)

5.9%
(101)

（４）相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにし、パワーハラスメントが現実に生じ
　　ている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合
　　であっても、広く相談に対応している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

93.3%
(1,605)

6.7%
(116)

（５）事実関係を迅速かつ正確に確認している。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

95.6%
(1,645)

4.4%
(76)

（６）事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行っている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

95.5%
(1,644)

4.5%
(77)

（７）事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行っている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

95.2%
(1,639)

4.8%
(82)

（８）再発防止に向けた措置を講じている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

93.7%
(1,613)

6.3%
(108)

（９）相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知している。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

90.0%
(1,549)

10.0%
(172)

（10）相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない
　　旨を定め、職員に周知・啓発している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

88.7%
(1,526)

11.3%
(195)

都道府県(47) 指定都市(20） 市区町村(1,721）
１．措置の実施状況



パワーハラスメント対策の取組状況調査結果【概要】

※  該当する事案がない場合は、実際に事案が発生した際に措置義務に応じた対応ができるかという観点で回答
※「４．周知・啓発方法」については複数回答可

措置済み 未措置 措置済み 未措置 措置済み 未措置

（１）自ら雇用する労働者以外の者（他の事業主が雇用する労働者、求職者、フ
　　リーランス等）に対する言動に関する取組

100%
(47)

0%
(0)

95.0%
(19)

5.0%
(1)

53.1%
(914)

46.9%
(807)

（２）他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの
　　著しい迷惑行為に関する取組

95.7%
(45)

4.3%
(2)

100%
(20)

0%
(0)

54.2%
(933)

45.8%
(788)

（３）他の行政機関の職員からパワーハラスメントを受けた場合における当該職
　　員に係る任命権者に対する調査の要請・指導等の対応の求め

100%
(47)

0%
(0)

95.0%
(19)

5.0%
(1)

54.1%
(931)

45.9%
(790)

（４）他の行政機関から（３）の求めがあった場合における必要な協力の実施
100%
(47)

0%
(0)

90.0%
(18)

10.0%
(2)

56.8%
(978)

43.2%
(743)

指定都市(20） 市区町村(1,721）都道府県(47)
２．公務部⾨における上乗せ事項の実施状況

措置済み 未措置 措置済み 未措置 措置済み 未措置

　人事委員会・公平委員会への苦情相談が可能な旨の周知
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

54.2%
(933)

45.8%
(788)

都道府県(47) 指定都市(20） 市区町村(1,721）３．第三者による紛争解決援助

通知
パンフレット、

ポスター
ＨＰ、庁内

イントラネット
研修・講習 その他

都道府県(47) 100%
(47)

46.8%
(22)

97.9%
(46)

97.9%
(46)

14.9%
(7)

指定都市(20) 90.0%
(18)

65.0%
(13)

100%
(20)

100%
(20)

10.0%
(2)

市区町村(1,721) 57.5%
(990)

19.0%
(327)

66.2%
(1,140)

69.6%
(1,198)

7.7%
(132)

４．周知・啓発⽅法



セクシュアルハラスメント対策の取組状況調査結果【概要】
【調査対象】都道府県、指定都市、市区町村（⾸⻑部⾨）
【調査時点】令和４年６⽉１⽇現在

別添２－２

措置済み 未措置 措置済み 未措置 措置済み 未措置

（１）セクシュアルハラスメントの内容と、セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確
　　化し、管理・監督者を含む職員に周知・啓発している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

90.5%
(1,557)

9.5%
(164)

（２）セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を規則等の文
　　書に規定し、管理・監督者を含む職員に周知・啓発している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

84.4%
(1,453)

15.6%
(268)

（３）相談窓口をあらかじめ定めている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

94.6%
(1,628)

5.4%
(93)

（４）相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにし、セクシュアルハラスメントが現実
　　に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、セクシュアルハラスメントに該当するか否
　　か微妙な場合であっても、広く相談に対応している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

94.0%
(1,618)

6.0%
(103)

（５）事実関係を迅速かつ正確に確認している。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

96.3%
(1,657)

3.7%
(64)

（６）事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行っている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

96.1%
(1,654)

3.9%
(67)

（７）事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行っている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

95.9%
(1,650)

4.1%
(71)

（８）再発防止に向けた措置を講じている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

94.4%
(1,625)

5.6%
(96)

（９）相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知している。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

91.0%
(1,566)

9.0%
(155)

（10）相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない
　　旨を定め、職員に周知・啓発している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

89.9%
(1,547)

10.1%
(174)

都道府県(47) 指定都市(20） 市区町村(1,721）

１．措置の実施状況



セクシュアルハラスメント対策の取組状況調査結果【概要】

※  該当する事案がない場合は、実際に事案が発生した際に措置義務に応じた対応ができるかという観点で回答
※「４．周知・啓発方法」については複数回答可

措置済み 未措置 措置済み 未措置 措置済み 未措置

（１）自ら雇用する労働者以外の者（他の事業主が雇用する労働者、求職
　　者、フリーランス等）に対する言動に関する取組

100%
(47)

0%
(0)

95.0%
(19)

5.0%
(1)

53.4%
(919)

46.6%
(802)

（２）他の行政機関の職員からセクシュアルハラスメントを受けた場合に
　　おける当該職員に係る任命権者に対する調査の要請・指導等の対応の
　　求め

100%
(47)

0%
(0)

95.0%
(19)

5.0%
(1)

54.5%
(938)

45.5%
(783)

（３）他の行政機関から（２）の求めがあった場合における必要な協力の
　　実施

100%
(47)

0%
(0)

90.0%
(18)

10.0%
(2)

57.7%
(993)

42.3%
(728)

指定都市(20） 市区町村(1,721）都道府県(47)
２．公務部⾨における上乗せ事項の実施状況

措置済み 未措置 措置済み 未措置 措置済み 未措置

　人事委員会・公平委員会への苦情相談が可能な旨の周知
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

54.3%
(935)

45.7%
(786)

都道府県(47) 指定都市(20） 市区町村(1,721）

３．第三者による紛争解決援助

通知
パンフレット、

ポスター
ＨＰ、庁内

イントラネット
研修・講習 その他

都道府県(47) 100%
(47)

48.9%
(23)

97.9%
(46)

97.9%
(46)

12.8%
(6)

指定都市(20) 90.0%
(18)

65.0%
(13)

95.0%
(19)

100%
(20)

10.0%
(2)

市区町村(1,721) 57.3%
(986)

18.9%
(325)

66.8%
(1,149)

67.4%
(1,160)

7.3%
(126)

４．周知・啓発⽅法



【調査対象】都道府県、指定都市、市区町村（⾸⻑部⾨）
【調査時点】令和４年６⽉１⽇現在

１．雇⽤管理上の措置義務の履⾏状況

妊娠、出産、育児⼜は介護に関するハラスメント対策の取組状況調査結果【概要】
別添２－３

措置済み 未措置 措置済み 未措置 措置済み 未措置

（１）妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの内容、そうしたハラスメントの発生原因、ハラス
　　メントがあってはならない旨の方針、制度等の利用ができることを明確化し、管理・監督者を含む職員
　　に周知・啓発している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

86.6%
(1,490)

13.4%
(231)

（２）妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を行った者については、厳正に対処する
　　旨の方針・対処の内容を規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む職員に周知・啓発している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

72.7%
(1,251)

27.3%
(470)

（３）相談窓口をあらかじめ定めている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

92.6%
(1,594)

7.4%
(127)

（４）相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにし、妊娠、出産、育児又は介護に関す
　　るハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、妊娠、出産、育児又
　　は介護に関するハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

92.0%
(1,583)

8.0%
(138)

（５）事実関係を迅速かつ正確に確認している。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

94.1%
(1,619)

5.9%
(102)

（６）事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行っている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

94.0%
(1,618)

6.0%
(103)

（７）事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行っている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

93.8%
(1,614)

6.2%
(107)

（８）再発防止に向けた措置を講じている。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

92.4%
(1,591)

7.6%
(130)

（９）業務体制の整備など、事業主や妊娠等した職員その他の職員の実情に応じ、必要な措置を講じてい
　　る。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

91.6%
(1,577)

8.4%
(144)

（10）相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知している。
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

88.4%
(1,521)

11.6%
(200)

（11）相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない
　　旨を定め、職員に周知・啓発している。

100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

87.3%
(1,502)

12.7%
(219)

都道府県(47) 指定都市(20） 市区町村(1,721）
１．措置の実施状況



妊娠、出産、育児⼜は介護に関するハラスメント対策の取組状況調査結果【概要】

４．周知・啓発⽅法

※  該当する事案がない場合は、実際に事案が発生した際に措置義務に応じた対応ができるかという観点で回答
※「４．周知・啓発方法」については複数回答可

措置済み 未措置 措置済み 未措置 措置済み 未措置

（１）他の行政機関の職員から妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを
　　受けた場合における当該職員に係る任命権者に対する調査の要請・指導等の
　　対応の求め

100%
(47)

0%
(0)

95.0%
(19)

5.0%
(1)

54.2%
(932)

45.8%
(789)

（２）他の行政機関から（１）の求めがあった場合における必要な協力の実施
100%
(47)

0%
(0)

90.0%
(18)

10.0%
(2)

56.9%
(980)

43.1%
(741)

市区町村(1,721）都道府県(47) 指定都市(20）
２．公務部⾨における上乗せ事項の実施状況

措置済み 未措置 措置済み 未措置 措置済み 未措置

　人事委員会・公平委員会への苦情相談が可能な旨の周知
100%
(47)

0%
(0)

100%
(20)

0%
(0)

53.4%
(919)

46.6%
(802)

都道府県(47) 指定都市(20） 市区町村(1,721）
３．第三者による紛争解決援助

通知
パンフレット、

ポスター
ＨＰ、庁内

イントラネット
研修・講習 その他

都道府県(47) 100%
(47)

46.8%
(22)

97.9%
(46)

97.9%
(46)

10.6%
(5)

指定都市(20) 90.0%
(18)

60.0%
(12)

95.0%
(19)

100%
(20)

10.0%
(2)

市区町村(1,721) 53.8%
(926)

18.7%
(321)

63.5%
(1,093)

63.7%
(1,097)

6.9%
(119)

４．周知・啓発⽅法


